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公布された条例のあらまし

◇鳥取県個人情報保護条例等の一部改正について

１ 条例の改正理由

独立行政法人通則法等の一部改正に伴い、関係する条例について所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 鳥取県個人情報保護条例の一部改正

個人情報取扱事務の登録について定めた規定中引用する独立行政法人通則法の条項及び用語を改める。

(２) 鳥取県情報公開条例の一部改正

開示義務について定めた規定中引用する独立行政法人通則法の条項及び用語を改める。

(３) 職員の退職手当に関する条例の一部改正

退職手当を支給しないこととする規定中引用する独立行政法人通則法の条項について、所要の整理を行

う。

(４) 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部改正

あっせんについて定めた規定中引用する特定独立行政法人の労働関係に関する法律の題名及び短時間労働

者の雇用管理の改善等に関する法律の条項を改める。

(５) 鳥取県議会情報公開条例の一部改正

開示義務について定めた規定中引用する独立行政法人通則法の条項及び用語を改める。

(６) 施行期日は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行日とする(４)

の一部に関する事項を除き、平成27年４月１日とする。

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

売春防止法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 困難折衝等業務手当が支給される業務を定めた規定中引用する売春防止法の条項について、所要の整理

を行う。

(２) 施行期日は、平成27年４月１日とする。

平成26年８月29日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第80号
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条 例

鳥取県個人情報保護条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年８月29日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第39号

鳥取県個人情報保護条例等の一部を改正する条例

（鳥取県個人情報保護条例の一部改正）

第１条 鳥取県個人情報保護条例（平成11年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（個人情報取扱事務の登録） （個人情報取扱事務の登録）

第６条 略 第６条 略

２ 略 ２ 略

３ 前２項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務に ３ 前２項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務に

ついては、適用しない。 ついては、適用しない。

(１) 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 (１) 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第

120号）第２条第１項に規定する国家公務員（独 120号）第２条第１項に規定する国家公務員（独

立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２ 立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２

条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員 条第２項に規定する特定独立行政法人の役員及び

を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の 職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人

保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年 等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

法律第59号）第２条第１項に規定する独立行政法 15年法律第59号）第２条第１項に規定する独立行

人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方 政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、

公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に

する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職 規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及

員並びに鳥取県住宅供給公社及び鳥取県土地開発 び職員並びに鳥取県住宅供給公社及び鳥取県土地

公社（以下「公社」という。）の役員及び職員を 開発公社（以下「公社」という。）の役員及び職

いう。以下同じ。）又は公務員等であった者の個 員をいう。以下同じ。）又は公務員等であった者

人情報であって、当該公務員等又は公務員等であ の個人情報であって、当該公務員等又は公務員等

った者の職務の遂行に関するものを取り扱う事務 であった者の職務の遂行に関するものを取り扱う

事務

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略

４～６ 略 ４～６ 略

（鳥取県情報公開条例の一部改正）

第２条 鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前
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（開示義務） （開示義務）

第９条 略 第９条 略

２ 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に ２ 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に

掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前 掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前

項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書 項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書

を開示しないものとする。 を開示しないものとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事 (２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。第12条第１号において同 業に関する情報を除く。第12条第１号において同

じ。）であって、特定の個人が識別され、若しく じ。）であって、特定の個人が識別され、若しく

は識別され得るもの又は特定の個人を識別するこ は識別され得るもの又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、公にすることにより、なお個人 とはできないが、公にすることにより、なお個人

の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただ の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 し、次に掲げる情報を除く。

ア・イ 略 ア・イ 略

ウ 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 ウ 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第

120号）第２条第１項に規定する国家公務員 120号）第２条第１項に規定する国家公務員

（独立行政法人通則法（平成11年法律第103 （独立行政法人通則法（平成11年法律第103

号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役 号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人

員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員 の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の

及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261 役員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第

号）第２条に規定する地方公務員、地方独立行 261号）第２条に規定する地方公務員、地方独

政法人の役員及び職員、公社の役員及び職員、 立行政法人の役員及び職員、公社の役員及び職

全部出資法人の役員及び職員並びに指定管理者 員、全部出資法人の役員及び職員並びに指定管

の役員及び職員をいう。）の職務の遂行に係る 理者の役員及び職員をいう。）の職務の遂行に

情報（指定管理者にあっては、指定管理情報に 係る情報（指定管理者にあっては、指定管理情

限る。）に含まれる当該公務員等の職の名称そ 報に限る。）に含まれる当該公務員等の職の名

の他職務上の地位を表す名称及び氏名（当該公 称その他職務上の地位を表す名称及び氏名（当

務員等の権利利益を不当に侵害するおそれがあ 該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれ

る情報であって、規則で定めるものを除く。） がある情報であって、規則で定めるものを除

並びに当該職務遂行の内容 く。）並びに当該職務遂行の内容

エ 略 エ 略

(３)～(８) 略 (３)～(８) 略

（職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第３条 職員の退職手当に関する条例（昭和37年鳥取県条例第51号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１～35 略 １～35 略

36 旧機関の職員が引き続いて職員となり、かつ、職 36 旧機関の職員が、第９条第５項に規定する事由に

員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職 よって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職

員となった場合において、その者の職員としての勤 員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職

続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の 員となった場合において、その者の職員としての勤
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基準（国立大学法人法第35条において準用する独立 続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の

行政法人通則法（平成11年法律第103号）第50条の 基準（国立大学法人法第35条において準用する独立

10第２項に規定する基準をいう。）により、当該国 行政法人通則法（平成11年法律第103号）第63条第

立大学法人等の職員としての勤続期間に通算される ２項に規定する基準をいう。）により、当該国立大

ことに定められているときは、規則で定める場合を 学法人等の職員としての勤続期間に通算されること

除き、この条例の規定による退職手当は、支給しな に定められているときは、規則で定める場合を除

い。 き、この条例の規定による退職手当は、支給しな

い。

37 略 37 略

（鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部改正）

第４条 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例（平成14年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（あっせん） （あっせん）

第４条 知事は、個別労働関係紛争（労働関係調整法 第４条 知事は、個別労働関係紛争（労働関係調整法

（昭和21年法律第25号）第６条に規定する労働争議 （昭和21年法律第25号）第６条に規定する労働争議

に当たる紛争、行政執行法人の労働関係に関する法 に当たる紛争、特定独立行政法人の労働関係に関す

律（昭和23年法律第257号）第26条第１項に規定す る法律（昭和23年法律第257号）第26条第１項に規

る紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項に 定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事

ついての紛争を除く。以下この条及び第６条におい 項についての紛争を除く。以下この条及び第６条に

て同じ。）について、当該個別労働関係紛争の当事 おいて同じ。）について、当該個別労働関係紛争の

者（以下「紛争当事者」という。）の双方又は一方 当事者（以下「紛争当事者」という。）の双方又は

からあっせんの申請があった場合には、あっせんを 一方からあっせんの申請があった場合には、あっせ

行うものとする。 んを行うものとする。

２ 知事は、前項の申請があった場合において、当該 ２ 知事は、前項の申請があった場合において、当該

申請に係る個別労働関係紛争が次の各号のいずれか 申請に係る個別労働関係紛争が次の各号のいずれか

に該当するときは、同項の規定にかかわらず、あっ に該当するときは、同項の規定にかかわらず、あっ

せんを行わないことができる。 せんを行わないことができる。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法 (６) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法

律（平成５年法律第76号）による解決の援助を求 律（平成５年法律第76号）による解決の援助を求

められたものであって同法による都道府県労働局 められたものであって同法による都道府県労働局

長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しく 長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しく

はこれらをしないことが決定されるまでの間にあ はこれらをしないことが決定されるまでの間にあ

るもの又は同法第25条第１項の紛争調整委員会に るもの又は同法第22条第１項の紛争調整委員会に

係属しているもの若しくは同法による調停が成立 係属しているもの若しくは同法による調停が成立

したもの したもの

(７)～(10) 略 (７)～(10) 略

３ 略 ３ 略

（鳥取県議会情報公開条例の一部改正）

第５条 鳥取県議会情報公開条例（平成12年鳥取県条例第59号）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公文書の開示義務） （公文書の開示義務）

第８条 議長は、開示請求があったときは、開示請求 第８条 議長は、開示請求があったときは、開示請求

に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開 に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開

示情報」という。)のいずれかが記録されている場 示情報」という。)のいずれかが記録されている場

合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示し 合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示し

なければならない。 なければならない。

(１) 略 (１) 略

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事 (２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。）であって、特定の個人 業に関する情報を除く。）であって、特定の個人

が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定 が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定

の個人を識別することはできないが、公にするこ の個人を識別することはできないが、公にするこ

とにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれ とにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれ

があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ 略 ア・イ 略

ウ 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 ウ 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第

120号）第２条第１項に規定する国家公務員 120号）第２条第１項に規定する国家公務員

（独立行政法人通則法（平成11年法律第103 （独立行政法人通則法（平成11年法律第103

号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役 号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人

員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立 の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 （独立行政法人等の保有する情報の公開に関す

（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定 る法律（平成13年法律第140号）第２条第１項

する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役 に規定する独立行政法人等をいう。以下同

員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第 じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和25

261号)第２条に規定する地方公務員、地方独立 年法律第261号)第２条に規定する地方公務員、

行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

第118号）第２条第１項に規定する地方独立行 15年法律第118号）第２条第１項に規定する地

政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員並 方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及

びに出資法人（県が資本金、基本金その他これ び職員並びに出資法人（県が資本金、基本金そ

らに準ずるもの又は会費の総額の２分の１以上 の他これらに準ずるもの又は会費の総額の２分

を支出している法人をいい、地方独立行政法人 の１以上を支出している法人をいい、地方独立

を除く。以下同じ。）の役員及び職員をい 行政法人を除く。以下同じ。）の役員及び職員

う。）の職務の遂行に係る情報に含まれる当該 をいう。）の職務の遂行に係る情報に含まれる

公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す 当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を

名称及び氏名（当該公務員等の権利利益を不当 表す名称及び氏名（当該公務員等の権利利益を

に侵害するおそれのある情報であって、議長が 不当に侵害するおそれのある情報であって、議

定めるものを除く。）並びに当該職務遂行の内 長が定めるものを除く。）並びに当該職務遂行

容 の内容

エ 略 エ 略

(３)～(９) 略 (３)～(９) 略

附 則

この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第４条中鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関す
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る条例第４条第２項第６号の改正規定は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律

（平成26年法律第27号）の施行の日から施行する。

平成26年８月29日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第80号
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職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年８月29日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第40号

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和27年鳥取県条例第39号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（困難折衝等業務手当） （困難折衝等業務手当）

第３条 困難折衝等業務手当は、次に掲げる場合に 第３条 困難折衝等業務手当は、次に掲げる場合に

支給する。 支給する。

(１) 略 (１) 略

(２) 職員が次に掲げる規定その他の福祉に関す (２) 職員が次に掲げる規定その他の福祉に関す

る法令の規定に基づき、援護、育成、更生その る法令の規定に基づき、援護、育成、更生その

他の措置を要する者を訪問し、接見して行う心 他の措置を要する者を訪問し、接見して行う心

身に著しい負担を与える指導、相談又は調査そ 身に著しい負担を与える指導、相談又は調査そ

の他これらに準ずると人事委員会が認める業務 の他これらに準ずると人事委員会が認める業務

（次号及び第５号に掲げる業務を除く。）に従 （次号及び第５号に掲げる業務を除く。）に従

事したとき。 事したとき。

ア・イ 略 ア・イ 略

ウ 売春防止法（昭和31年法律第118号）第34条 ウ 売春防止法（昭和31年法律第118号）第34条

第３項 第２項

エ 略 エ 略

(３) 略 (３) 略

(４) 職員が次に掲げる法令の規定に基づき、勤務 (４) 職員が次に掲げる法令の規定に基づき、勤務

公署以外の場所において、正規の勤務時間以外の 公署以外の場所において、その所持する公用の携

時間に、その所持する公用の携帯電話端末その他 帯電話端末その他の使用場所を特定しない通信機

の使用場所を特定しない通信機器を用いて行う心 器を用いて正規の勤務時間以外の時間に行う心身

身に著しい負担を与える相談又は通報への対応そ に著しい負担を与える相談又は通報への対応その

の他これらに準ずると人事委員会が認める業務に 他これらに準ずると人事委員会が認める業務に従

従事したとき。 事したとき。

ア 略 ア 略

イ 売春防止法第34条第３項第１号 イ 売春防止法第34条第２項第１号

ウ 略 ウ 略

(５)・(６) 略 (５)・(６) 略

２ 略 ２ 略

附 則

この条例は、平成27年４月１日から施行する。

平成26年８月29日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第80号




